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 令和８年２月２０日 

    

 

伊丹市長 中田 慎也 様 

 

伊丹市参画協働推進委員会 

会長 直田 春夫 

 

伊丹市まちづくり基本条例の見直しに係る答申書 

 

令和 7年 3月 18日付伊市まま第 1057号により諮問を受けたことについて、本委員会は、

慎重に審議を行った結果、下記の通り結論を得たので答申します。 

 

記 

 

１ はじめに 

伊丹市では、市民の参画と協働によるまちづくりに関する基本的事項を定めた「伊丹市

まちづくり基本条例」（以下「条例」という。）を、平成１５年１０月１日から施行してい

ます。条例付則第２項には、「市は、この条例の施行の日から４年以内ごとに、市民の参

画と協働によるまちづくりの推進状況について検討を加え、その結果に基づいて、見直し

を行うものとする。」と規定され、条例が、伊丹市にふさわしく、社会情勢に適合したも

のかどうかを、条例内容の見直しを含め検討することとしています。 

これを受けて、伊丹市参画協働推進委員会（以下「委員会」という。）では、令和７年

3 月 18 日に市長から『「伊丹市まちづくり基本条例」の見直しについて』（伊市まま第 1057

号）として諮問を受け、検討を行いました。 

その結果、以下のように答申いたします。 

伊丹市におかれましては、この答申内容に加え、市の実状や地域特性を踏まえ、条例の

基本理念の実現に向け、施策の推進や事業の改善に努めて下さい。 
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２ 検討の結果 

（１）現行の規定の見直しについて 

委員会での検討の結果、現行の規定については、まちづくりの基本ルールとして適切に

表現されており、改正・廃止の必要は無いとの結論に至りました。また、新たに規定すべ

き項目も無いとの結論に至りました。 

   

（２）条例に基づく制度・事業の運用について 

委員会で条例の運用について検討を行いました。今後、以下の点に留意し、条例を運用

するように努めて下さい。 

 

① 条例の理解・促進・運用について 

   この条例は、市民や市議会議員、市長、市職員すべてに関係する条例です。今後も

引き続き、すべての関係者が条例についての理解と認識を深めるよう、必要な取り組

みを進めてください。 

また、これまでは４年に１回の間隔で条例の見直しを行っていましたが、このやり

方では、社会情勢や市民生活が急激に変化し、それに対応した条例の運用改善や改正

が求められるような事態が生じても、次の見直し時期までは待たなければならない

ことになり、必要な運用改善や改正を適時に行うことが困難となることが予想され

ます。そうした問題に対応するためには、条例の運用改善や改正が求められるような

事態が生じているのかどうかを随時確認し、そのような事態が生じていると判断さ

れた場合には、迅速に条例の運用改善や見直しを行っていくような仕組みを作って

いくことが求められます。 

そのような仕組みとして、『参画と協働の取り組みに関する運用状況報告書』（仮称）

を毎年度作成し、公表することを提案いたします。市が、この報告書をもとに、参画

と協働の状況を参画協働推進委員会に報告することによって、委員会が、毎年度、条

例の実施状況や改善すべき点について検証し、条例の運用改善や改正が求められる

ような事態が生じているのかどうかを判断できるようになります。そして、委員会が

条例の運用改善や改正が必要であると判断した場合は、その旨を市に提言し、それを

受けて市が、適切な時期に、条例の運用改善や改正に向けての検討に着手することが

可能となります。 

そうした仕組みを構築し、運用することによって、条例の運用改善や改正が必要で

あるかどうかの判断や、必要であるという判断がなされた場合の運用改善や改正作

業が、適時に行われるよう努めてください。 
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② 情報の発信及び共有について 

市民に広く情報を提供できるように、多様な媒体を活用し、わかりやすい情報の発

信と共有に取り組んでください。 

また、必要とする人が必要な情報を入手し、充分に活用できるよう、情報アクセシ

ビリティの確保が重要です。障がい者、高齢者、外国籍住民など多様な市民に情報が

届き、活用につながるかを意識することが大切です。 

 ③ 市民活動の促進と環境整備について 

社会課題の解決や住みやすいまちづくりに取り組む市民活動を促進するため、市民

活動支援の拠点施設である市民まちづくりプラザをはじめとする関係機関との連携

を図り、市民活動の活性化と環境の整備を行ってください。 

④ 地域自治組織について 

地域自治組織が多くの住民の参加を得て、その役割が果たせるよう、地域ごとの課

題整理や「地域ビジョン」の作成、情報発信などの支援を継続して行ってください。 

⑤ 参画と協働の推進について 

協働によりさまざまな社会課題が解決されるよう、市民活動団体等と行政とのマ

ッチングを含め、多様な主体による協働の取組を進めてください。 

まちづくりを協働で進めるためには、行政職員の意識改革が重要です。条例に関す

る知識・理解や「協働」に関しての認識の向上等、人材育成に引き続き取り組んでく

ださい。 

参画と協働のまちづくりに関する各種制度の認知度を高めるため、多様な情報媒体

や市民向け講座等を活用し、わかりやすく積極的な周知に努めてください。 

⑥ 解説書の見直しについて 

令和 3 年度の見直し検討を踏まえて令和 4 年に作成した「解説書」について、一

部の解説文については、条例の趣旨をよりわかりやすくするため、また、伊丹市を取

り巻く社会状況の変化を踏まえて見直すことを提言いたします。 

 

該当の条 具体的な内容 

第 4 条（市民の責務） 今後、少子高齢化の進展や、多様化・複雑化する地域課題に対

応し、まちづくり を進めていくためには、地方自治法に規定さ

れている「住民」だけではなく、幅広い人々が力を合わせていく

ことが必要です。 

 本条例における「市民」は、解説書において「通勤、通学者を

はじめとするすべての個人や法人、団体」と説明していますが、

「市民」の定義には事業者も含まれ、地域社会の構成員としての

役割と責務が求められること、外国籍市民も含まれていること

を説明してください。 
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第 5 条（議会の役割及

び責務） 

第 6 条（議員の役割及

び責務） 

議会に関する基本的な事項や具体的な事柄について定める

「議会基本条例」があることや、議会と議員が様々な方法で情報

公開の取組を行っていることを解説書で説明してください。 

第 12 条（市民意見表

明制度の実施） 

「伊丹市パブリックコメント制度指針」が策定され、運用され

ていることを解説書の中で説明してください。 

第 12 条の 2（総合計画

の策定） 

第 4 項において「総合計画は，市民の参画により定めるもの

とする。」と定められていますが、「市民の参画」 の方法の具体

例について、解説書の中で説明してください。 

第 13 条（行政評価の

実施） 

行政評価について、プロセスや評価の視点、どのように予算に

反映されているか等を解説書の中で説明してください。 

第 14 条（審議会等の

委員） 

市民公募委員については、「伊丹市審議会等の市民公募制度に

関する指針 」の内容等を必要に応じて解説書の中で説明してく

ださい。 

第 15 条（学習の機会

の提供その他の支援） 

第 15 条の解説書の中で「ひとくちメモ」に「新しい公共」の

記載がありますが、条文に無く、最近はあまり聞かれない言葉で

あるため、解説を加えるか、掲載自体を見直してください。 

まちづくりに必要な学習の機会の提供と生涯学習の関連につ

いて、解説書の中で説明してください。 

第 17 条（国，他の地方

公共団体及び関係機

関との連携） 

第 17 条では、課題の中には伊丹市だけで解決できない課題も

あり、広域で連携することで、より問題解決ができるということ

を述べています。自治体の規模に関わらず、対等な協力関係とな

って、広域的に課題解決に繋げることが重要であるということ

を解説書の中でわかりやすく説明してください。 

 

３ さいごに 

今回、条例の改正は行わないとの結論となりましたが、当委員会で出た意見を踏まえ、

社会情勢に応じた施策を推進し、事業の改善に努めながら、伊丹市の参画と協働によるま

ちづくりを一層力強く進めて下さい。 
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【参考】 

（１）見直しの方法及び経過 

今回の見直しは、学識経験者 1 名と市民委員１名、関係団体を代表する者１名からな

る３名の臨時委員を加えた計８名の委員に参画いただき、全４回を開催しました。 

委員会では、これまでの条例見直しの確認のほか、「条例に基づく各種制度の運用状況」、

「まちづくり基本条例に関する市民アンケート」、「市役所職員及び市役所各部局を対象

とした職員アンケート」、「市役所の各部局を対象とした協働事業調査」の結果等を参考と

し、伊丹市で実施している参画・協働の実態を踏まえ、各委員が意見を出し合い、幅広い

視点から検討を行いました。 

検討の経過は下記のとおりです。 

 

●第１回委員会 

（開催日時） 

令和 7 年３月１８日（火） １８時～ 

（検討内容） 

これまでの条例見直し状況、条例に基づく各種制度の運用状況、市民アンケート結果、

市役所職員及び市役所各部局を対象とした職員アンケート、市役所の各部局を対象と

した協働事業調査等について 

 

●第２回委員会 

（開催日時） 

令和 7 年５月２１日（水） １８時～ 

（検討内容） 

各条項について各委員が意見を記入した「伊丹市まちづくり基本条例評価・検証シート」

に基づく討議および逐条検証 

 

●第３回委員会 

（開催日時） 

令和７年６月２４日（火） １８時～ 

（検討内容） 

各条項について各委員が意見を記入した「伊丹市まちづくり基本条例評価・検証シート」

に基づく討議および逐条検証 

 

 ●第４回委員会 



6 

 

（開催日時） 

令和７年１１月２８日（金） １８時～ 

（検討内容） 

答申内容について 

 

（２）その他、委員会で出た主な意見 

【参画と協働のまちづくりの推進について】 

・協働事業提案制度の実施については、全市的な事業だけではなく、特定の市域を対象とす

る事業も今後は検討してください。 

・地域活動において、後継者不足や若者の参加が少ないなどの声がよく聞かれる中、若者世

代の参画を増やすことは重要な課題です。地域への愛着の醸成や、若者世代が忙しい中で

もまちづくりに参加したくなる動機付け、参加しやすくなる環境づくりへの支援に引き

続き取り組んでください。 

・若年層の市民アンケート回答率が低くなっており、分析する必要があります。 

・若い人が行政とは強く結びつかずに公益の分野で活躍している事例などについても拾い

上げ、発信していくことは大切です。 

・参画協働推進委員会において市全体の参画と協働の状況を評価できるよう、全体を一覧化

した情報の提供をお願いします。資料の作成にあたっては、数値だけではなく、アウトカ

ムやインパクトの視点を持ち、事業実施の結果、市民や地域社会にどのような変化や効果

があったのかという視点を持ってください。 

・職員向けの協働研修について、「協働のやり方がわからない」と感じている若手職員にも

協働が必要な理由を理解されるよう、継続的に研修に取り組んでください。 

・職員向けの協働研修について、行政職員が NPO に実地研修に行くという取組みが行われ

ている自治体もあります。座学だけではなく現場を知ることが職員の意識改革には有効

ではないかと思いますので、「地域を知る」ことができる実地型研修の導入を検討してく

ださい。 

・市議会は、「議会だより」の全戸配布や会議のインターネット配信を始めとした市民への

情報公開を積極的に進めていることがよくわかります。多くの市民が議会や市政に興味

を持ち、関心を深められるよう、情報発信においては、市民がわかりやすく、理解しやす

いものとなるよう工夫して取り組んでいただきたいと思います。 

・パブリックコメント制度について、案件によっては意見の件数が少ないものもあります。

市民への周知に積極的に取り組んでください。 

・パブリックコメント制度について、市民にとっては、条例や指針などの案を理解するのは

難しい場合もありますので、案件によっては、理解促進のために、ワークショップやパネ

ルディスカッション、対話の場の活用など多様な方法を導入し、課題や論点を伝えられる
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ように努めてください。 

・審議会等への市民公募委員の登用に努め、市民の意見が市政に反映されるように審議会等

の運営に取り組んでください。 

【情報の発信及び共有と学習の機会の提供について】 

・情報媒体について、待ち時間にも目に留まりやすいデジタルサイネージを有効に活用して

ください。 

・インターネットでの誹謗中傷の防止など、コンプライアンスや人権に関する市民への意識

啓発に引き続き取り組んでください。 

・市民との対話の場や学習機会の提供においては、様々な合理的配慮の提供やデジタル技術

を活用するなど、多様な参加方法を担保する環境を整備してください。 

・市民活動団体等に対して、まちづくりプラザでの人材や資金面での支援に引き続き取り組

んでください。 

・まちづくりプラザの指定管理者と市民活動団体等との連携をサポートし、継続的な支援や

関係性づくりに努めてください。 

・市内に拠点を置いて活動する中間支援組織が育つよう、まちづくりプラザと共に市民活動

団体の支援・育成に努めてください。 

・まちづくりプラザの事業評価においては、アウトプットまでではなく、市民活動団体のす

そ野拡大、連携、組織の成長の促進などアウトカムやインパクトの視点も持つようにして

ください。 

・生涯学習とまちづくりは深く関連しています。市民が生涯を通じてまちづくりに関する考

え方や知識を学べるよう、環境の整備に努めてください。 

【対話の場について】 

・対話の場についての情報発信は、実施したことだけではなく、市民の意見がどのように反

映されたかを発信することにも留意してください。 

・職員がファシリテーション能力を身に付け、対話の場においてより良い議論の場づくりが

できるよう、人材育成に取り組んでください。 

・第 11 条第 3 項の「市民同士の意見交換」について、地域住民と事業者との話し合い等民

間同士においても「熟議」が行われることを期待します。 

【付則の改正について】 

・委員会から改善提案の意見が出れば、それに対して市が対応するという手法自体に異論は

ありませんが、「毎年運用改善のための検証を行い、必要に応じて条例の見直しを行う」

というサイクルを回すのであれば、将来的には、付則の改正の必要性についても検討する

必要があるのではないでしょうか。 

 

以上 


